
東京都議会議員選挙東京都議会議員選挙
　東京都の未来を決める大切な選挙です。大切
な一票を無駄にしないよう、投票しましょう。 問合せ 選挙管理委員会事務局

☎内線３４１１

６月22日日 午前７時～午後８時投票日
　投票日現在18歳以上（平成19年６月23
日以前生まれ）の日本国民で、荒川区の選
挙人名簿に登録されている方です。
※ 荒川区へ転入した場合は、令和７年３月12日
までに荒川区へ転入の届け出をし、引き続き３
か月以上荒川区に住所がある方

荒川区で投票できる方

投票日当日に投票することが難しい方は

　投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票をご利用
ください。

時 間 午前８時30分～午後８時

期 間 ６月14日㈯～21日㈯
※区役所以外の場所は６月15日㈰から

場 所

区役所１階ロビー、南千住駅前ふれあい館、荒川総
合スポーツセンター、町屋文化センター、荒川区シ
ルバー人材センター・荒川授産場、西尾久ふれあい
館、ふらっとにっぽり
※ 改修工事中のため、あらかわ遊園スポーツハウスでは投票
できません

期日前投票

▶ 不在者投票ができる病院・老人ホーム等に入院・入所して
いる方
　 　病院長等に申し出ると、その施設で投票できます。
▶ 出張等で区外に滞在している方
　 　滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票
用紙等の請求は郵送・オンライン申請で行えます。詳細
は、お問い合わせください。
▶ 郵便等投票証明書の交付を受けている方
　 　６月18日㈬までに投票用紙等を請求してください。

不在者投票

住所を移した方は

▶令和７年５月23日までに転居の届け出をした方   新住所地の投票所
▶令和７年５月24日以降に転居の届け出をした方   前住所地の投票所

荒川区内で転居した方の投票所

　東京都議会議員選挙のため投票できません。

東京都外へ転出した方

※ 前住所地が東京都内で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。投票の可
否は、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください

　令和７年３月13日以降に転入の届け出をした方は、荒川区では投票できません。

荒川区へ転入した方

荒川区から都内区市町村に転出した方
　令和７年２月13日以前に転出した方は、荒川区では投票できません。
▶ 令和７年２月14日～21日に転出した方は、荒川区で期日前投票ができる期間が
あります。期日前投票ができる期間は転出した日によって異なります（投票日当
日は投票できません）
▶ 令和７年２月22日以降に転出した方で、荒川区に３か月以上住んでいた方は、
荒川区で投票できます
※ 現在住んでいる区市町村長が発行する「選挙用住民票の写し」または「引き続き都内に住所
を有する旨の証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）」を持参すると、確認に要する
時間を短縮できます
※新住所地の選挙人名簿に登録された方は荒川区で投票できません

　区内の公園初の本格的な
フィットネス器具を設置しています。

　地域のイベントも
行える広場があります。

　かつてこの場所にあった
区立プラネタリウム館をイメージした
遊具があります。

荒川四丁目公園
荒川４-19-１

　区内初の大型インクルーシブ遊具とボール遊び場があります。

荒川二丁目公園
荒川２-58-２

西尾久４-６-３
西尾久四丁目公園

南千住１-26-10
瑞光公園

新新規規・リリニニュューーアアルルオオーーププンン４つの が公園公園 　大型インクルーシブ遊具をはじ
め、みんなで楽しめる公園になりま
した。ぜひ、お越しください。

　障がいのある子もない子も誰も
が一緒に遊べる遊具です。

大型インクルーシブ遊具とは

問合せ ▶公園の管理に関すること…土木管理課維持みどり係　☎内線２７５７　▶公園の整備に関すること…基盤整備課建設係　☎内線２７３８

新規開設
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日本人
男 98,944人

前
月
比

63
前
年
同
月
比 

100
女 100,099人 136 374
計 199,043人 199 474

外国人
男 12,191人 580 1,248
女 12,450人 455 1,275
計 24,641人 1,035 2,523

総人口 223,684人 1,234 2,997

世
帯

日本人のみ
の世帯 108,560世帯

前
月
比

308
前
年
同
月
比 

1,029
外国人のみ
の世帯 16,109世帯 995 2,182
日本人と
外国人の
混合世帯

2,421世帯 0 32

総世帯 127,090世帯 1,303 3,243

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報課広報係☎（３８０２）４９５７

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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